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【Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－⑫】 

⑫ 地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期加算

の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

地域包括ケア病棟における適切な在宅患者等の緊急入院の受入れを推
進する観点から、在宅患者支援病床初期支援加算を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期支援加算について、救急搬
送患者の緊急入院を受け入れることによる負担等を考慮した評価体系に
見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［算定要件］ 

注５ 当該病棟又は病室に入院して

いる患者のうち、急性期医療を

担う他の保険医療機関の一般病

棟から転院した患者又は当該保

険医療機関（急性期医療を担う

保険医療機関に限る。）の一般

病棟から転棟した患者について

は、急性期患者支援病床初期加

算として、介護老人保健施設、

介護医療院、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、有料老人

ホーム等又は自宅から入院した

患者については、治療方針に関

する患者又はその家族の意思決

定に対する支援を行った場合

に、在宅患者支援病床初期加算

として、転棟若しくは転院又は

入院した日から起算して14日を

限度として、次に掲げる点数を

それぞれ１日につき所定点数に

加算する。 

イ （略） 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［算定要件］ 

注５ 当該病棟又は病室に入院して

いる患者のうち、急性期医療を

担う他の保険医療機関の一般病

棟から転院した患者又は当該保

険医療機関（急性期医療を担う

保険医療機関に限る。）の一般

病棟から転棟した患者について

は、急性期患者支援病床初期加

算として、介護老人保健施設、

介護医療院、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、有料老人

ホーム等又は自宅から入院した

患者については、治療方針に関

する患者又はその家族の意思決

定に対する支援を行った場合

に、在宅患者支援病床初期加算

として、転棟若しくは転院又は

入院した日から起算して14日を

限度として、次に掲げる点数を

それぞれ１日につき所定点数に

加算する。 

イ （略） 
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ロ 在宅患者支援病床初期加算 

(1) 介護老人保健施設から入

院した患者の場合      

① 救急搬送された患者又

は他の保険医療機関で区

分番号Ｃ００４－２に掲

げる救急患者連携搬送料

を算定し当該他の保険医

療機関から搬送された患

者であって、入院初日か

ら当該病棟に入院した患

者の場合      580点 

② ①の患者以外の患者の

場合      480点 

 

(2) 介護医療院、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホー

ム、有料老人ホーム等又は

自宅から入院した患者の場

合      

① 救急搬送された患者又

は他の保険医療機関で区

分番号Ｃ００４－２に掲

げる救急患者連携搬送料

を算定し当該他の保険医

療機関から搬送された患

者であって、入院初日か

ら当該病棟に入院した患

者の場合    480点 

② ①の患者以外の患者の

場合      380点 

 

ロ 在宅患者支援病床初期加算 

(1) 介護老人保健施設から入

院した患者の場合   

500点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 介護医療院、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホー

ム、有料老人ホーム等又は

自宅から入院した患者の場

合         

400点 




